法Ｉシケプリ補足説明  【ver.07-21-19：00】

３．Ａ－２．“一般には、法は事実と区別される当為を問題にするといえる。法命題が当為を表現しながら、事実の平面において社会を統制する。”について

当為＝「～であるべきだという考え」と置き換えて考えてください。つまり、“法は事実と区別される「～であるべきだという考え」を問題にするといえる。法命題が「～であるべきだという考え」を表現しながら、事実の平面において社会を統制する。”　　ということです。

３．自衛官合祀訴訟（最高裁　昭和５７年（オ）第９０２号）について

現時点では深く考えないでください。どうせ出ません。来年の専門科目でやると思うので、それまで我慢するか、法律書を各自で参照してください。政教分離をめぐる話は法Ｉのシケプリに載せるレベルの話ではないので。（ちなみに今の2年生の憲法第１部で教科書指定されている故芦部信喜先生の「憲法」の155ページに、“判決には学説の批判が強い。”と書かれています。）
５．Ａ．“形式的法源と実質的法源”について

形式的法源というのは制定法、慣習法、判例法といった、法が形成される際の形式を指します。

実質的法源というのは法が生み出される背景となった道徳、正義、社会的状況などを指します。

５．Ｃ－２．“民事については憲法２９条３項による損失補償的発想をとるべきだ、という意見もある。

”について

授業中で軽く触れただけなので、申し訳ないですがわかりません。（一応その先生の本を軽く読んではみたけど・・・）寺谷にメールで質問しておいたので、試験後になるかもしれませんが、いずれ回答があると思います。

７．Ｂ－２．“無知のヴェール”について

あまり深く考えなくて大丈夫。なんでカーテンじゃなくてヴェールなんだよとか突っ込まれても知らん。

一応ロールズの正義論における、公正としての正義という考えに基づいています。

公正としての正義

第一原理　各人は、すべての人の同様な自由の体系と両立する 平等な基本的自由の全体体系を最大限度まで持つ平等な権利を有するべきである。
第二原理　社会的、経済的不平等は、それらが次の両者であるように取り決められるべきである。

（a）正義にかなう貯蓄原理（世代間公平）と矛盾せずに、最も恵まれない人の便益を最大化すること。

（b）公正な機会の均等という条件の下で、すべての人に解放されている職務や地位に付随していること。

10．Ａ－１．“裁判”とＡ－２．“司法”について

まず重要なのは（一般的な意味での）裁判＝司法ではないということ。裁判は主体が国でなくてもよいが、司法は国家作用なので主体は国でなければならない。まぁ言葉の定義の問題だけどね。

１０．Ａ－２“立法は司法に先行する”について

これも言葉の定義の問題だけど、法がなければ法を司りようがないわけですよ。わかります？わかります？（泰風に）

１０．Ｂ－２．“形式的確定力”と“実体的確定力”について　（7月21日19時追加）

これはレジュメ・シケプリの説明が悪かった。

形式的確定力　通常の不服申し立て方法（控訴とか上告とか）が尽きると、当事者は判決の取消を求めることができなくなる。こうして、判決の取消変更の可能性がなくなった状態を確定判決の当事者に対する効力として形式的確定力という。

実体的確定力　判決が確定したときの内容の効力を実体的確定力と呼ぶ。既判力と同じ。

（参照　コンサイス　法律学用語辞典）
